
情
報
ガ
イ
ド　

□
市
政　

□
暮
ら
す　

□
教
育
・
子
育
て
・
キ
ッ
ズ　

□
学
ぶ
・
楽
し
む　

□
募
集　

□
官
公
庁
な
ど　

情
報
ガ
イ
ド　

□
市
政　

□
暮
ら
す　

□
教
育
・
子
育
て
・
キ
ッ
ズ　

□
学
ぶ
・
楽
し
む　

□
募
集　

□
官
公
庁
な
ど　
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黄色の封筒が届いた方は手続きを！
～ 年金を受け取るための資格期間が短縮されます～

　8月から老齢年金を受け取るために必要な受給資格期間
が25年から10年に短縮されます。日本年金機構では、対象
者に請求書類を同封した黄色の封筒（A4サイズ)を郵送し
ています。手続きがお済みでない方は、ねんきんダイヤルで
予約の上、所沢年金事務所で手続きを行ってください。
予約ねんきんダイヤルへ☎0570‐05‐1165　問合せ所沢年金事務所☎
2998‐0170か保険年金課へ内線1056

暮
ら
す

暮
ら
す

暮
ら
す

狭
山
市
駅
東
口
土
地
区
画

整
理
事
業
の
保
留
地
を
公
売

対
象
自
宅
な
ど
を
建
設
す
る
予
定

の
方　

公
売
区
画
25
街
区
２
画
地

（
先
着
順
）　

用
途
地
域
第
一
種
中

高
層
住
居
専
用
地
域　

公
売
面
積

１
５
７
・
35
平
方
メ
ー
ト
ル　

公

売
価
格
申
し
込
み
後
、保
留
地
処

分
価
格
の
鑑
定
を
行
い
、決
定
し

ま
す（
平
成
21
年
度
の
参
考
価
格

は
、２
千
６
４
７
万
７
千
８
５
０

円
）　

申
込
み
狭
山
市
駅
東
口
土

地
区
画
整
理
事
務
所
へ
☎
２
９
５

９
‐
９
７
０
０

市　

政

市　

政

市　

政

暮
ら
す

暮
ら
す

保
健
セ
ン
タ
ー

☎
２
９
５
９
‐
５
８
１
１

◆
乳
が
ん
・
子
宮
頸け

い

が
ん
の
無
料

　

検
診

　

対
象
者
に
は
６
月
下
旬
に
ク
ー

ポ
ン
券
を
郵
送
し
ま
し
た
。期
限

内
に
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
平
成
29
年
４
月
20
日
現
在
、

市
内
在
住
で
、28
年
４
月
２
日
〜

29
年
４
月
１
日
に
次
の
年
齢
を
迎

え
た
方
▼
乳
が
ん
…
40
歳 

▼
子

宮
頸
が
ん
…
20
歳　

受
診
期
限
30

年
１
月
31
日
㈬　

受
診
場
所
指
定

医
療
機
関
、保
健
セ
ン
タ
ー（
予
約

が
必
要
）

◆
早
期
不
妊
検
査
・
治
療
費
を
助
成

「
早
期
不
妊
検
査
費
」の
助
成
／
対

象
県
が
指
定
す
る
医
療
機
関
で
検

査
を
実
施
し
た
も
の
で
、妻
の
年

齢
が
43
歳
未
満
な
ど　

助
成
金
額

検
査
費
用
の
一
部
で
２
万
円
を
限

度（
助
成
は
一
回
限
り
）

「
早
期
不
妊
治
療
費
」の
助
成
／
対

象
県
が
指
定
す
る
医
療
機
関
で
治

療
を
実
施
し
た
も
の
で
、妻
の
年

齢
が
35
歳
未
満
な
ど　

助
成
金
額

治
療
費
用
の
一
部
で
10
万
円
を
限

度（
助
成
は
一
回
限
り
）

共
通
事
項
／
申
込
み
同
セ
ン
タ
ー

（
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
い
た
だ
く
か
、お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
）へ

食
中
毒
に
気
を
付
け
ま
し
ょ
う

　

気
温
や
湿
度
が
高
く
な
る
と
食

中
毒
が
多
く
発
生
し
ま
す
。次
の

三
原
則
を
守
り
、特
に
体
力
の
な

い
子
ど
も
や
高
齢
者
は
、生
肉
を

食
べ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

食
中
毒
予
防
の
三
原
則
①
菌
を
つ

け
な
い（
手
洗
い
を
十
分
に
行
っ

て
調
理
す
る
） 

②
菌
を
増
や
さ
な

い（
早
め
に
食
べ
る
、冷
蔵
庫
を
上

手
に
活
用
） 

③
菌
を
や
っ
つ
け
る

（
肉
な
ど
は
中
心
温
度
75
℃
で
１

分
以
上
加
熱
す
る)　

問
合
せ
保

健
セ
ン
タ
ー
☎
２
９
５
９
‐
５
８

１
１
か
狭
山
保
健
所
へ
☎
２
９
５

４
‐
６
２
１
２

住
民
票
な
ど
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付

が
一
時
ご
利
用
で
き
ま
せ
ん

　

シ
ス
テ
ム
保
守
点
検
の
た
め
、

次
の
日
時
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

日
時
７
月
20
日
㈭
、６
時
30
分
〜

23
時　

問
合
せ
市
民
課
へ
内
線
１

０
３
３

東
日
本
大
震
災
で
避
難
さ

れ
て
い
る
方
の
健
康
診
査

　

岩
手
県
、宮
城
県
、福
島
県
の
一

部
の
市
町
村
で
は
、他
地
域
に
避

難
さ
れ
て
い
る
方
の
健
康
診
査
を

実
施
し
ま
す
。希
望
者
は
、住
民
登

録
の
あ
る
市
町
村
へ
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

受
診
期
限
30
年
３
月
31
日
㈯　

対

象
国
民
健
康
保
険
か
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
加
入
し
、住
民
登
録

を
異
動
し
て
い
な
い
方　

問
合
せ

福
祉
政
策
課
へ
内
線
１
５
１
１

雨
水
貯
留
・
浸
透
施
設
の

設
置
費
を
補
助

対
象
市
内
に
住
所
と
自
己
居
住
用

住
居
が
あ
り
、30
年
３
月
31
日
㈯
ま

で
に
雨
水
貯
留
・
浸
透
施
設
の
設
置

工
事
が
完
了
す
る
方　

補
助
額
工

事
費
用
の
２
分
の
１
。た
だ
し
、簡

易
貯
留
施
設（
タ
ン
ク
）は
３
万
円
、

地
下
貯
留
浸
透
施
設（
桝ま

す

）は
４
万

円
を
限
度　

※
事
前
に
申
請
が
必

要　

申
込
み
申
請
書（
道
路
雨
水

課
に
用
意
。ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）と
必
要
書
類

を
持
っ
て
同
課
へ
内
線
２
１
５
２

国
民
年
金
の
付
加
年
金
制
度

　

国
民
年
金
保
険
料
に
付
加
保
険

料
月
額
４
０
０
円
を
加
え
て
納
め

る
と
、将
来
受
け
取
る
老
齢
基
礎

年
金
を
増
額
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。な
お
、付
加
年
金
は
申
し
出
の

あ
っ
た
月
か
ら
加
入
と
な
り
、遡

さ
か
の
ぼ

る
こ
と
や
付
加
年
金
の
み
の
加
入

は
で
き
ま
せ
ん
。

対
象
第
１
号
被
保
険
者（
65
歳
未
満

後期高齢者医療の被保険者証の更新

　 被保険者証の更新（8月以降は紺色になります）

　現在の被保険者証（緑色）の有効期限は､7月31日

㈪です｡8月以降の受診には､7月中旬に簡易書留で

郵送される新しい被保険者証（紺色）をお使いくだ

さい。

　 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付・更新

　世帯全員が住民税非課税の場合、医療機関に提示

することで、同一の医療機関で月ごとに支払う医療

費の支払いが自己負担限度額までとなります。お持

ちでない方は、交付の手続きをしてください。

※引き続き8月以降も適用になる方には､7月中に新

　しい認定証を郵送しますので、手続きは必要あり

　ません

持参品被保険者証　

　 一部負担金（窓口負担）を3割から1割に変更でき

　 る場合があります

　平成29年度（28年分）の住民税課税所得が145万

円以上で、次のいずれかに該当する方は、事前の申

請により後期高齢者医療の窓口負担割合が1割にな

ります。

▼被保険者が一人の場合は、収入額が383万円未満 

▼被保険者が複数いる世帯は、収入額の合計が520

万円未満 ▼被保険者が一人で、世帯内の70～74歳

の方の収入額との合計が520万円未満

※1割になると推定される方には､6月中に申請書を

　郵送しています

申込み保険年金課へ内線1575

の
任
意
加
入
被
保
険
者
を
含
む
）　

※
保
険
料
の
免
除
や
納
付
猶
予
、学

生
納
付
特
例
を
受
け
て
い
る
方
、

国
民
年
金
基
金
に
加
入
し
て
い
る

方
は
利
用
で
き
ま
せ
ん　

申
込
み

保
険
年
金
課
へ
内
線
１
０
５
６

期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力
を

　

７
月
上
旬
に
、次
の
通
知
書
を
発

送
し
ま
し
た
。な
お
、特
別
な
事
情

で
一
時
的
に
納
付
が
困
難
な
方
は
、

納
付
相
談
が
で
き
ま
す
。ま
た
、減

免
制
度
な
ど
も
あ
り
ま
す
。詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
国
民
健
康
保
険
税

対
象
国
民
健
康
保
険
加
入
者
が
い

る
世
帯
主
の
方　

送
付
書
類「
国

民
健
康
保
険
税
納
税
通
知
書
」か
、

「
国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知
書

兼
特
別
徴
収
開
始
通
知
」　

問
合

せ
保
険
年
金
課
へ
内
線
１
０
５
４

◆
介
護
保
険
料

対
象
65
歳
以
上
の
方　

送
付
書
類

「
介
護
保
険
料
納
入
通
知
書
」か
、

「
介
護
保
険
料
決
定
通
知
書
兼
特

別
徴
収
開
始
通
知
書
」　

問
合
せ

長
寿
安
心
課
へ
内
線
１
５
５
２

◆
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

対
象
加
入
の
方　

送
付
書
類「
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
納
入
通
知

書
」か
、「
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
納
入
通
知
書
兼
特
別
徴
収
開
始

通
知
書
」　

問
合
せ
保
険
年
金
課

へ
内
線
１
５
７
５

７
月
15
日
〜
24
日
は 　
　

 

夏
の
交
通
事
故
防
止
運
動

　

夏
は
、開
放
感
や
行

楽
の
疲
労
な
ど
か
ら

交
通
事
故
が
多
く
な

り
ま
す
。
ま
た
、
自
転

車
の
事
故
も
多
発
し
て
い
ま
す
。

気
持
ち
も
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
も
し
っ

か
り
締
め
て
、安
全
運
転
を
心
掛

け
て
く
だ
さ
い
。

重
点
目
標
①
子
ど
も
と
高
齢
者
の

交
通
事
故
防
止 

②
自
転
車
の
安

全
利
用
の
推
進 

③
飲
酒
運
転
の

根
絶
と
路
上
寝
込
み
な
ど
に
よ
る

交
通
事
故
防
止　

問
合
せ
交
通
防

犯
課
へ
内
線
３
６
９
２

国民健康保険の「限度額適用認定証」と
「標準負担額減額認定証」の更新・交付

●限度額適用認定証

　医療機関に提示することで、医療費の支払いを世帯

ごとの負担限度額までにできます。現在の認定証の有

効期限は､7月31日㈪です｡

　8月以降の認定証が必要な方は、更新・交付の手続き

をお願いします。なお、70歳以上で住民税課税世帯の

方は、高齢受給者証が限度額認定証を兼ねるので手続

きは必要ありません。

　また、8月から限度額などが変わりますので、詳しく

は「平成29年度国民健康保険税納税通知書」に同封の

「平成29年度版こくほガイド」をご覧ください。

持参品個人番号が分かるもの、本人確認書類、被保険者

証、印鑑、現在の限度額適用認定証（更新の方）

※国民健康保険税の未納がある方や28年分の確定申

告か、市・県民税の申告をしていない方には、認定証

を交付できないことがあります

守
り
ま
し
ょ
う 　
　
　
　

 

寄
附
禁
止
の
ル
ー
ル

　

政
治
家
が
選
挙
区
内
の
人
や
団

体
に
お
金
や
物
を
贈
る
こ
と
は
、

時
期
や
理
由
を
問
わ
ず
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。

み
ん
な
で
守
ろ
う「
三
な
い
運
動
」

①
政
治
家
は
有
権
者
に
寄
附
を
贈

ら
な
い 

②
有
権
者
は
政
治
家
に
寄

附
を
求
め
な
い 

③
政
治
家
か
ら
有

権
者
へ
の
寄
附
は
受
け
取
ら
な
い

問
合
せ
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

へ
内
線
６
０
６
１

排
水
設
備
工
事
責
任
技
術

者
共
通
試
験

試
験
日
11
月
26
日
㈰　

場
所
埼
玉

工
業
大
学（
深
谷
市
）　

受
付
期
間

８
月
21
日
㈪
〜
９
月
29
日
㈮　

受

験
料
１
万
円　

※
受
験
案
内
は
、８

月
21
日
㈪
か
ら
下
水
道
施
設
課
で

配
布　

問
合
せ
同
課
へ
内
線
２
７

４
２

小
物
フ
ェ
ア

　

整
理
棚だ

な

、い
す
、小
物
入
れ
な
ど

を
廉
価
で
販
売
し
ま
す
。

日
時
７
月
28
日
㈮
、９
時
〜
15
時

（
売
り
切
れ
次
第
終
了
）　

場
所
リ

サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ　

対
象
市
内
在

住
・
在
勤
・
在
学
の
方　

問
合
せ
奥

富
環
境
セ
ン
タ
ー
へ
☎
２
９
５
３

‐
２
８
３
１

●標準負担額減額認定証

　世帯全員が住民税非課税の場合、事前に申請するこ

とで、食事療養費標準負担額（入院中の食事代の一部）

を減額できます。

　なお、現在、標準負担額減額認定証を交付されている

方で､29年度も引き続き住民税非課税の方は、更新の

手続きが必要です。

持参品個人番号が分かるもの、本人確認書類、被保険者

証、印鑑、現在の標準負担額減額認定証（更新の方）
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